
・訪問介護

・介護予防訪問介護

・通所介護

・介護予防通所介護

・短期入所生活介護

・介護予防短期入所生活介護

※居宅介護支援は「老人居宅生活支援事業」には含まれません。

　

・小規模多機能型居宅介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護

・介護予防認知症対応型共同生活介護

老人福祉法に基づく届出

　国及び都道府県以外の者が「老人居宅生活支援事業」に該当するサービスを行う場合、知事に対して老人福祉法
上の届出をする必要があります。

複合型サービス福祉事業 ・複合型サービス

・夜間対応型訪問介護

・介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・第１号訪問事業
　（現行の介護予防訪問介護相当の事業に限る。）

・認知症対応型通所介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・地域密着型通所介護

・第１号通所事業
　（現行の介護予防通所介護相当の事業に限る。）

老人デイサービス事業

老人短期入所事業

小規模多機能型居宅介護事業

認知症対応型老人共同生活援助事業

県が指定・監督を行うサービス
市町村が指定・監督を行うサービス（地域密着型
サービス、介護予防・日常生活支援総合事業）

介護保険法上のサービス名

老人福祉法上のサービス名

老人居宅介護等事業


